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                                                 埼 医 審 第 ８ 号  

                         令和５年１２月１４日 

 

 埼玉県医療審議会委員 様  

 

 

                                      埼玉県医療審議会会長 金井 忠男 

                                          

 

学校法人順天堂が行う医師派遣者数について(照会） 

 埼玉県医療審議会の運営につきまして、日頃格別の御協力を賜り感謝申し上

げます。 

 さて、先日開催された令和５年度第２回埼玉県医療審議会では、県から別添の

とおり、学校法人順天堂が行う医師派遣について諮問をいただきました。 

 同審議会の中で、委員からは条件となっている令和４年度中からの医師派遣

が開始され、今後の派遣について努力してほしいという意見がある一方、そもそ

も派遣者数が極端に少なすぎるといった意見が出されました。 

 そこで、諮問内容である医師派遣者数について、各委員からの意見を踏まえ、

学校法人順天堂に対し、同審議会会長として話をさせていただくことについて、

委員の皆様からも御了解いただいたところです。 

 つきましては、各委員の御意見を伺いたいことから、下記のとおり、①令和５

年度の派遣状況、②県から諮問のあった学校法人順天堂の行う医師派遣者数及

び③その他自由記載について、できるだけ具体的に御意見くださるようお願い

します。 

記 

１ 意見の提出方法 

下記３まで電子メールで御送付ください（回答様式は任意様式です）。 

 

２ 提出期限 

令和５年１２月２１日（木) （厳守にてお願いします） 

 

３ 提出先 

  埼玉県医療審議会事務局（埼玉県保健医療部医療整備課 担当：大野・廣田） 

  送付先アドレス：a3530-10@pref.saitama.lg.jp 
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                  事務局 埼玉県保健医療部医療整備課 

                     医務担当 大野・廣田 

                     電 話  048-830-3534 

                                         ＦＡＸ 048-830-4802           

                 E-mail  a3530-10@pref.saitama.lg.jp 
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医師派遣計画書

2024 2024 2025 2026 2027 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038～

①

R6年2月～

②

R6年4月～

③

R7年4月～

④

R8年4月～

⑤

R9年4月～

⑥

開院

（R9年11月～）

⑦

開院1年後

（R10年11月

～）

⑧

開院2年後

（R11年11月

～）

⑨

開院3年後

（R12年11月

～）

⑩

開院4年後

（R13年11月

～）

⑪

開院5年後

（R14年11月

～）

⑫

開院6年後

（R15年11月

～）

⑬

開院7年後

（R16年11月

～）

⑭

開院8年後

（R17年11月

～）

⑮

開院9年後

（R18年11月

～）

⑯

開院10年後

（R19年11月

～）

現時点(R6.1)

から開院10年

後までの合計

⑰

開院11年後以降

（R20年11月以降）

医師派遣者数 2 2 2 2 2 2 2 2 5 12 20 20 20 20 20 20 151 20

※ 人数は常勤換算とし、期間を通じ１つのポストを埋めた場合に「１」とカウントする。

条件

①地域枠義務年限終了者も対象とする（地域枠義務従事中の者は含まれない）

②派遣する医師は、常勤１名の場合と６カ月のローテーション２名の医師を派遣する場合がある

③上記数字は派遣希望病院との協議により確定させる

④医師派遣希望病院との協議は、勤務条件が主な事項となる

⑤開院６年目以降の状況に合わせて、派遣する人数を増やす努力を行う。

8



 

医 第 ８ ７ ３ 号  

令和５ 年１ １ 月２ ８ 日 

 

 埼玉県医療審議会 

 会長 金井 忠男 様 

 

埼玉県知事 大野 元裕（ 公印省略）  

 

 

医療審議会への諮問について  

 

 

 医療法第７ ２ 条第１ 項に基づき 、順天堂大学医学部附属病院埼玉国際先進医療セン

タ ー（ 仮称） に係る 病院整備基本計画の実現に当たり 、 学校法人順天堂が行う 医師派

遣の取組と し て、 別添のと おり 提示さ れた内容（ 開院から ３ 年間は年間１ ～２ 名、 開

院３ 年後から 年間５ 名程度、 開院５ ～６ 年後から 年間２ ０ 名程度を 目途に派遣を 実

現） でよ いか諮問し ま す。  
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埼 医 審 第 ２ 号  

令和４年４月２０日  

 

 埼玉県知事 大野 元裕 様 

 

 

                 埼玉県医療審議会 会長 金井 忠男 

 

 

医療審議会の答申について 

 

 

 令和４年１月１３日付け医第１１１０号で諮問のあった「病院整備計画の変

更」については、下記の条件を付した上で適当と認めます。 

 

記 

 

１ 申請者は令和９年（２０２７年）までに８００床の病院を開設すること。 

２ 申請者は令和４年度（２０２２年度）中に医師の派遣を開始すること。 

３ 申請者は、具体的な月ごとのスケジュールを作成し、進捗状況を１か月ご

とに報告すること。 
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◎順天堂大学附属病院整備の経緯  
年 月 内容 

H26．10  県が病院整備計画を公募 

H27. １ 

 順天堂大学が病院整備計画を提出。平成 30 年１月着工。令和３年３月開院予定 

（当初 400 床を整備。まず 200 床で開院、残りの 200 床は周辺状況を勘案し順次開院。残り 400 床は周辺の開発状

況・人口増加を考慮のうえ、病棟の増設工事を計画。） 

H27. ３  医療審議会が順天堂大学附属病院整備計画の採用承認を答申 

H27. ３  県が順天堂大学附属病院整備計画の採用を決定 

H30. ３ 
 順天堂大学が病院整備計画の変更を県に申請 

 （整備スケジュールについて、「現在、作成中」） 

H30. ３  医療審議会が病院整備計画の変更を承認 

Ｒ２. １  県が医療審議会にて、順天堂大学が令和６年３月開院を目指していることを報告 

Ｒ３. ２  医療審議会がスケジュールを明確にするよう県に指示 

Ｒ３. 12 
 順天堂大学が病院整備計画の変更を県に申請 

 開院：令和 11 年４月（400 床）、令和 12 年３月（800 床フルオープン） 

Ｒ４. １ 
 医療審議会が病院整備計画の変更について、順天堂大学に整備スケジュールの前倒し及び医師派遣の実施時

期を照会 

Ｒ４. ２ 

 順天堂大学から医療審議会からの照会に対し、次のとおり回答 

・病院の開院時期については前倒しする旨回答 

（令和９年９月に 400 床開院、残り 400 床は外来・入院患者の来院実績を見て令和 10 年９月に開院） 

・医師派遣については新病院の地域への定着及び運営状況の安定の後実施 

Ｒ４. ３ 

 医療審議会が病院整備計画の変更について、順天堂大学に対し、 

・令和９年までの 800 床の開院 

・令和４年度中からの医師派遣開始 を照会 
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年 月 内容 

Ｒ４. ４ 

 順天堂大学から令和９年までの 800 床開院及び令和４年度中からの医師派遣実施につき示されたことから、医療

審議会が条件付きで病院整備計画の変更を適当と認める答申 

【条件】 

１ 申請者は令和９年までに 800 床の病院を開設すること 

２ 申請者は令和４年度中に医師の派遣を開始すること 

３ 申請者は、具体的な月ごとのスケジュールを作成し、進捗状況を１か月ごとに報告すること 

Ｒ４. ４  県が順天堂大学の病床整備計画の変更について承認 

Ｒ４. ４  県が順天堂大学に派遣を希望する５病院に対し医師派遣を要請 

Ｒ４. 11  基本設計開始 

Ｒ５. ２  令和５年２月から済生会加須病院に対し、医師派遣が開始 

Ｒ５. ９ 
 医師派遣について、順天堂大学から開院後３年までは年間１～２名、３年後からは５名程度、５～６年後には２０名

程度を目途とする派遣計画が提示 

Ｒ５. 11  基本設計完了 

Ｒ５. 12  実施設計開始 
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